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事業者システム 平成２４年４月改正における修正点 

 
① 事業者メンテナンス画面の修正箇所 
② サービス提供実績記録票画面の修正箇所 

・ 居宅介護の修正点 
・ 重度訪問介護の修正点 
・ 行動援護の修正点 
・ 同行援護の修正点 
・ 生活介護の修正点 
・ 短期入所の修正点 
・ 重度包括支援の修正点 
・ 共同生活介護の修正点 
・ 施設入所支援の修正点 
・ 共同生活援助の修正点 
・ 自立機能訓練の修正点 
・ 自立生活訓練の修正点 
・ 就労移行支援の修正点 
・ 就労移行支援（養成）の修正点 
・ 就労継続Ａの修正点 
・ 就労継続Ｂの修正点 

③ サービス提供実績記録票画面の追加箇所 
・ 療養介護の追加 
・ 経過的生活介護の追加 
・ 経過的施設入所の追加 
・ 地域定着支援の追加 
・ 地域移行支援の追加 

④ 請求明細書情報登録画面 
⑤ サービス利用計画請求書画面 
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① 事業所メンテナンス画面の修正箇所 
 
平成２１年１０月版との比較 

＜平成２１年１０月版の提供サービス登録画面：基本項目＞ 

 
 
＜平成２４年４月版の提供サービス登録画面：基本項目＞ 

 

□部分は制度改正による項目の追加 



 3

 
制度改正に伴い追加される項目 
NO 項目名 関係サービス 
1 施設区分 経過的生活介護、経過的施設入所支援 
2 児童施設区分 経過的生活介護、経過的施設入所支援 
3 単位数単価・障害児加算 経過的生活介護、経過的施設入所支援 
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＜平成２１年１０月版の提供サービス登録画面：加算項目＞ 
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＜平成２４年０４月版の提供サービス登録画面：加算項目＞ 

 

□部分は制度改正による項目の追加 
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制度改正に伴い追加される項目 
NO 項目名 関係サービス 
1 処遇改善特別加算 計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援 以外 
2 送迎加算（重度） 経過的生活介護 
3 緊急短期入所体制確保加算 短期入所 
4 就労定着実績区分 就労移行支援、就労移行支援（養成） 
5 宿泊夜間防災・緊急時加算 宿泊型自立訓練 
6 重度知的障害児収容棟 経過的生活介護、経過的施設入所支援 
7 職業指導体制加算 経過的生活介護、経過的施設入所支援 
8 肢体不自由児施設重度病棟 経過的生活介護、経過的施設入所支援 
9 心理担当職員配置加算 経過的生活介護、経過的施設入所支援 
10 小規模定員加算小規模グルー

プケア加算 
経過的生活介護、経過的施設入所支援 

11 児童発達管理責任者加算 経過的生活介護、経過的施設入所支援 
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＜平成２１年１０月版の提供サービス登録画面：減算・単価項目＞ 

 
 
＜平成２４年４月版の提供サービス登録画面：減算・単価項目＞ 

 
 
制度改正に伴い変更・追加される項目 
NO 項目名 関係サービス 
1 大規模住居減算 生活介護、施設入所支援、短期入所、共同生活介護 
2 栄養士配置減算 施設入所支援 
3 開所時間減算 生活介護、施設入所支援、短期入所 

□部分は制度改正による項目の変更 
□部分は制度改正による項目の追加 
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③ サービス提供実績記録票画面の修正箇所 
 
＜居宅介護の修正点＞ 
・家事援助の時間区分 
家事援助の時間区分を３０分間隔の区分けから１５分間隔の区分けへ変更しました。 

 
・新設する加算 
喀痰吸引等支援体制加算 

１５分のコードを算定す

る。 
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＜重度訪問介護の修正点＞ 
・新設する加算 
喀痰吸引等支援体制加算 

 
＜行動援護の修正点＞ 
・新設する加算 

喀痰吸引等支援体制加算 
 
＜同行援護の修正点＞ 
・新設する加算 

喀痰吸引等支援体制加算 
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＜生活介護の修正点＞ 
・大規模住居減算 

81 人以上の場合に対応しました。 
・開所時間減算 
開所時間減算に対応しました。 

 

 
・新設する加算 
延長支援加算 

大規模住居減算、開所時間

減算により算定されるコー

ドが変更します。 
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＜短期入所の修正点＞ 
・施設区分の変更 
平成２１年１０月版では福祉型、医療型Ⅰ、医療型Ⅱ・Ⅲでしたが平成２４年４月版につ

いては福祉型、医療型イ、医療型ロ、医療型ハで判定します。 
 
＜平成２１年１０月版の施設区分＞ 

 
 
＜平成２４年４月版の施設区分＞ 
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・算定方法の変更について 
施設区分、契約情報、提供状況で判断しますので注意してください。 

 
・新設する加算 
 単独型加算、送迎加算、医療連携体制加算（Ⅲ）、医療連携体制加算（Ⅳ）、特別重度支

援加算、緊急短期入所体制確保加算、短期入所受入加算 

契約は大きく分けて 
遷延性、医療型（療養介護）、

それ以外（通常の場合） 
があります。 

施設区分は福祉型、医療型

イ、医療型ロ、医療型ハが

あります。 

提供状況は 
日帰り、日中併給、それ以

外（通常の場合） 
があります。 
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＜重度包括の修正点＞ 
・新設する加算 

喀痰吸引等支援体制加算 
 ※居宅介護、行動援護、重度訪問介護、同行援護のみ対象 
 
＜共同生活介護の修正点＞ 
・大規模住居減算 
２１人以上の一体的な運営について対応しました。 

 
・新設する加算 
夜間支援体制加算（Ⅱ）、重度障害者支援加算 

大規模住居減算の選択により、算定され

るコードが変更されます。 
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＜施設入所支援の修正点＞ 
・栄養士配置減算 
 管理栄養士又は栄養士が配置されていない場合、配置されている管理栄養士又は栄養士

が常勤でない場合に対応しました。 

 

 

 

・新設する加算 
夜勤職員配置体制加算、入院時・外泊加算（Ⅱ） 

・廃止される加算 
 土日等日中支援加算 

栄養士配置減算の選択により、算定され

るコードが変更されます。 
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＜共同生活援助の修正点＞ 
・新設する加算 
夜間防災・緊急時支援体制加算（Ⅱ）、医療連携体制加算（Ⅲ）、医療連携体制加算（Ⅳ）

通勤者生活支援加算 
 
＜宿泊型自立訓練の修正点＞ 

・新設する加算 
医療連携体制加算、食事提供体制加算（Ⅰ）、夜間防災・緊急時支援体制加算、送迎加算、

看護職員配置加算（Ⅱ） 
 
＜自立機能訓練の修正点＞ 
・新設する加算 
送迎加算、体験利用時支援加算 

 
＜自立生活訓練の修正点＞ 
・新設する加算 
送迎加算、体験利用時支援加算、看護職員配置加算（Ⅰ）、医療連携体制加算（Ⅲ）、医

療連携体制加算（Ⅳ） 
・廃止される加算 
短期滞在加算 
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＜就労移行支援の修正点＞ 
・一般就労への移行実績がない事業所への対応（※平成２４年１０月より） 
過去３年間の就労定着者数が０の場合、過去４年間の就労定着者数が０の場合に対応しま

した。 

 

 

 
 

就労定着実績区分の選択により、算定さ

れるコードが変更されます。 
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・新設する加算 
就労移行支援体制加算、医療連携体制加算、移行準備支援体制加算（Ⅰ）、送迎加算、体

験利用時支援加算 
・廃止される加算 
 施設外入所支援加算 
 
＜就労継続支援の修正点＞ 
・新設する加算 
就労移行支援体制加算、医療連携体制加算、移行準備支援体制加算（Ⅰ）、送迎加算、体

験利用時支援加算 
 
＜就労継続Ａの修正点＞ 
・新設する加算 
重度障害者支援体制加算、医療連携体制加算（Ⅲ）、医療連携体制加算（Ⅳ）、送迎加算、

体験利用時支援加算 
 

＜就労継続Ｂの修正点＞ 
・新設する加算 
目標工賃達成加算、送迎加算、体験利用時支援加算 
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③ サービス提供実績記録票画面の追加箇所 
 
＜療養介護の追加＞ 
療養介護の実績入力に対応しました。入力方法についてはマニュアルを参照してください。 

 
・新設する加算 
地域移行加算、福祉専門職員配置体制加算、人員配置体制加算 
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＜経過的生活介護の追加＞ 
経過的生活介護の実績入力に対応しました。入力方法についてはマニュアルを参照してく

ださい。 

 
・新設する加算 
 入院・外泊時加算、自活訓練加算、入院時特別支援加算、福祉専門職員配置体制加算、

地域移行加算、栄養士配置加算、栄養マネジメント加算、小規模グループケア加算 
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＜経過的施設入所支援の追加＞ 
経過的施設入所支援の実績入力に対応しました。入力方法についてはマニュアルを参照し

てください。 

 
・新設する加算 
 入院・外泊時加算、自活訓練加算、入院時特別支援加算、福祉専門職員配置体制加算、

地域移行加算、栄養士配置加算、栄養マネジメント加算、小規模グループケア加算 
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＜地域移行支援の追加＞ 
地域移行支援の実績入力に対応しました。入力方法についてはマニュアルを参照してくだ

さい。 

 
・新設する加算 
 集中支援加算・退院退所加算 
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＜地域定着支援の追加＞ 
地域定着支援の実績入力に対応しました。入力方法についてはマニュアルを参照してくだ

さい。 
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④ 請求明細書情報登録画面の修正点 
平成２４年４月版より処遇改善助成金の参照方法を変更しました。 
 
＜平成２１年１０月版の明細書情報登録画面＞ 

 

 

助成金ボタンを押下すると処遇改善助

成金が見られる。 
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＜平成２４年４月版の明細書情報登録画面＞ 

 
※１ 主たるサービス、キャリアパス区分は必要に応じて登録してください。 

助成金ボタンを削除し、処遇改善助成金

の有無、主たるサービス、キャリアパス

区分※1 を登録すれば自動で算定される

ように修正。 
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⑤ サービス利用計画請求書画面の修正点 
 平成２４年４月改正により追加された請求サービスコードを選択できるように修正しま

した。 
 

 
○特別地域加算 
⇒対象者画面で特別地域加算が登録されているかチェックします。 
 サービスが登録されていない場合、エラーメッセージが表示され、入力できません。 

 

 
以上 


